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財政危機と労働力管理機構の発展

一ーエューディーノレ失業救済政策の考察(1)

成瀬龍夫

I 問題の所在

本稿の課題は，アメりカのニューディーノレ失業救済政策の展開過程を労働力

管理問題の見地から考察することにより，財政危機と労働力管理機構の発展と

の関連をあきらかにしようと試みることである。ニューティーノレにおいてこの

過程は，連邦政府と州・地方政府の財政関係を通じて進行し，連邦政府による

公共事業の肱張，社会保障機構の創設と地方財政危機および間接税の大増税と

がからみあって労働力管理機構の発展を媒介している。

ょうした問題見地から考察することの意義は，次の点にあるだろうと思われ

る。

ニェーディ ノレの公共投資政策と社会保障制度創出に対してフイスカル・ポ

リシーという理論的外彼を与え，連邦政府の財政支出をフイスカノレ・ポリシー

の実験過程と見倣したのは， 周知のように， J. M ケイン入やA.H ハンセ

ンであった。

彼らは，国内のすべての遊休資本と失業労働力は公共投資計画によって国富

増大のために生産力化することが必要であり，公共投資形態での大規模な赤字

財政支出という方策のみが民間投資変動の補整，景気回復と失業救済3 さらに

は財政危機の克服をも達成するこ左ができる E主張した。このような見地から，

彼らは，失業手当や種々の救済金は国内貯蓄の最も浪費的資金散布の形態であ

り，社会保障基金など国内貯蓄のさまざまな諸部分は国家資金に編入して生産

的投資の基金を形成すべきと見倣L，失業救済政策の転換を求めその方向とし
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て，一方では，財政支出を公共事業に重点化して失業労働力を吸収すること，

他 方 では，社会保障準備金を景気安定，企業活動の促進のために情理すべきこ

とを提唱したのである。

また /....yヒY は，戦争と恐オ荒を通じて財政手段は「社会政策のはるかに平

命的な目標」めを達成しうる新しい役割を獲得するに至ったと述べたu 彼によれ

ば ， この「社会政策のはるかに革命的な目標」左は，社会主義者達の「生産子

段の公有 」 要 求 を 不 要とするような「所得の社会化 1の ζ とであって，財政手

段は第 1次大戦時の巨額の戦費調達のための税制改革を通じて「所得の社会

化J，所得の平等的再分配や社会的共同消費拡大の強力 な手段であることが経

験的に認識され，恐慌下の越大な失業救済支出を通じて 生産諸要素の全面的動

員，完全雇用達成の手段となった， とされたのであるへ

1) A. H. Hansen， Fiscal Policy and Business Cycle. 1941， p. 115都留重人訳「財政政策と
景気循環J1950， 114...-..' ジ。

2) A. H. Hansen，必id.，pp. 115-117邦訳，同上.114-115ペヅu ハγセンは. r完全雇用」
の概L含について，次のように説明している。

「完全雇用の概念は，社会の『属用可能な』成員だけに関するものである。生直目的ょに陥か精神
的欠陥の理由によって雇用不可能なものは，正しく言えば，労働力のー罰百ケではない。われわれ
の国民のこれ等の要素をいかにするかの問題は確かに民主主義的社会が真剣に考えねばならぬ重
要な問題であるけれども，しかし，それは快して r完企雇用』を達成するとし、う問題の一部分で
はない。とはいえ，若しもわれわれが『完全雇用』経済を瑚成するな bぱ，それによって創り出
される労働の相対的欠乏は，われわれり社会たして. ，いわゆる』雇用不可能ー者のあるものを訓
諌し，教育し，彼等を充分に能率的ならしめて雇用可能な世間J力に付加せしめるという問題と一
層精力的に車り組むことを余儀な〈させるということは断呼として真実である。われわれは過去
において決してこのことを行わなかったが，それは引き出しうる失業者の予備軍が典型的に得ら
れたからである.完全雇用社会は，永続的に維持されるならば，教育と訓練によって，従来雇用
不可能とみbれていた人々り由時士を極めて著Lく減少可士しめることが大いに可能であるよとを見
出すであろう oJ (A. H. Hans田 ，Econ日 nicPolicy and Full Employment， 1947小原世土
訳「経済政置と完全雇用J1949， 23ページ注(1)0 なお，ノ、ンセンは，この部分を1943年の自己の
パ γ フレットからとった脚柱でめる，としている。〉

ハンセンは，公共投資による芳働力動員，完全雇用達成の結果として労働力不足が生じること
を心阻しているが，これは歴史的事実を帳視或い比一面化した議論である。彼は，現代の資本主
義がまた業の他にますます多くの「麗用不可能なもの」を再生産せざるをえない蓄積様式であるこ
と，大量慢性的失業と貧困此の一層の深化(その発現形態は変容しでも〉とL、う現代目ま. r雇
用可能なもの」之「雇用不可能なもの」との聞は万里の長域で隔てられているのではないことな
どには切触れない。 r雇用可能なもの」と「雇用不可能なもの」田区加を基礎r労働力の種別
化をはかりつつ，社会の「非骨働力」首防士すらも「労働力」化して，それによって低賃金基盤の
暗操や労働者相Eの生存競争を強めよう kすることは 国家財政の伊織と合開化を背肢に展開さ
れるさぎ働力管理政壊に固有の傾向であって，ハンセンの議論もこれ以上りものではない@

いわゆる「就労の可能性Jを基準とする労働力管理政策の体系は， 1930年代以降に急速に尭展
したが，この点に関しては，関長耕一氏の所論が参考となるο(北海道大学教育経済研究会編「経
済と者育一一教育経済研究序説 」第11宜， 1964) 
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ケインズやハ Y セ γ の公共投資ゃ社会保障に関する上述のような意味づけは，

当時の過JIeI]資本と過剰労働力，財政危機の状況のもとで，失業者に雇用主提供

するという形式亡，財政支出によって資本のための仕事な創出 L，過剰資本の

利1問機会を組織しながら恐慌からの脱出をはかろうとする資本主義国家の要請

を反映Lたものであった。だが)q]皮らは事態の本質をもっぱら財政手段の景気

回復効果やプし全雇用などに重点をおいて議論L，事態の他の重要な側面を後景

に退けるものであったと思われる。

ニ&ーディール失業救済政策を3C年代の，或いはすでに2日年代から進展して

いた資本宇義各国の失業対策の新たな基調のなかで位置づけるならば，公共投

資と社会保障制度改羊の歴史的展開は国家の行財政的手段によって国民経済再

編成を遂行する過程での重要な側面，財政合理化を媒介とする労働力管理強化

の問題としてとらえなおすことができるだろう。

20年代から30年代にかけて大量慢性的失業と恐慌の時代の到来により，資本

主義諸国の失業対策として，救貧事業や失業保険などの社会政策的救済手段に

代って新しく登場してきたのが大規模な公共事業計画であったっこの転換の基

本的な事情は， 20年代イギリスの失業保険制度の崩壊=変質過程においてすで

に典型的に示されていたように，保険や救貧事業の無力さと救済負担の担い手

の側の財政紋綻であった。失莱救済に対する国家の財政的介入は大規模にかつ

不可避的に進行した。しかし，財政危機下の救済支出の膨脹は，その反作用と

して財政合理化と紋済管理体制の再編成を促した。このような財政合理化を媒

介と Fる救済管理体制の再編成の方向は，まず第 1に，失業手当。縮小或いは

廃止，財政資金の生産的利用を基準とした救済形態と Lての公共事業の採用，

第 2に，社会保険財政の国庫からの独立化と保険基金の公債購入を通じての一

般財政資金への編入，公的扶助制度の新設と公共事業の拡大をめ「る中央・地

方政府間の財政負担関係の再調整，などが追求されたのである。従って，公共

事業への財政支出の主点化と社会保険基金の公共投資財源化，主主済負担関係の

再編成を基軸とする社会保障制度の創出や改革が，この時代以降の各国の失業
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対策の基調となった。

ニz ーァィーノレ失業救済政策においては，当初は直接救済として，次に授産

救済へと展開し，公共事業と社会保障の計画に関連する労働力管理機構の発展

という傾向を示した。との変化は，イギリスの場合と同様の直接救済が財政危

機を激化したという事情と，他方で，労働力の種別化 失業者・生活困窮者

の「雇用可能なもの」と「雇用不可能なもの」への二大区分一一ーによって，財

政支出の効率化をはかろうとする努力目反映であった。この過程では，主主済負

担の大衆，地方自治体への転嫁と社会保障準備金の同家独占，職業紹介・訓練

機構の整備，行財政基準としての労働標準と生活標準の設定と統制など，労働

力の種別化を根底とする雇用・所得・生活過程の諸条件に対する広範囲な労働

力管理機構が急速に形成されたのである。

以上のような見地からすれば，失業救済問題は，国家独占資本主義が危機を

通じて農業宇中小企業，労働力，地域社会をどのように掌握し支配を広げてい

くかという問題を構成する重要な一環に他ならない。

ニューディーノレ失業救済政策の推移は，次のように時期区分できるだろう。

ローズベノレト政権発足当初の中心であった連邦緊急救済法 (FederalEm町 gency

Relief Act of 1日間〕にもとづく連邦の補助金政策と直接救済，および CWA

(Civil Works Administration，庶民復業庁〉による授産事業の第 1期，次に，緊急

主主済経費割当法 (EmergencyRelief Appropriation Act of 1935) による公共事業

，i1画の本格化と社会保障法 (Soc凶 Secur町 Actof 1935)の成立から37年恐慌に

至る第2期，そして最後に， 39年の行政改革による救済機構の統合と戦時労働

力動員の準備となる時期。

本稿では，第工期と第 1期から第2期への進展の事情に焦点をあわせて検討

をすすめたい。

11 失業救済の財政構造

エ ι ーディーノレ期の失業救済支出の概観を得るために，被救済者数の規模と
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動向，連邦政府支出に占めた救済費の割合，連邦と州・地方の救済費負担の関

係をあきらかにしてお乙う o

ロ ズベルトが大統領に就任した1933年 3月は，世界恐慌がアメリカの社会

.経済危機を最も激化した時期であったが，また失業者数も 1，400~1，60四万人に

達するというアメリカ史上最高を記録した時期である。当時，独占資本家達が

先頭にたち組織していた「労働再分配計画J (“ Work-sharing'うによって雇用さ

れていたパート・タイムの労働者や困窮した農民の怠大な数を除外しても，失

業労働者とその家族員は5，0日0万人以上と見積られており，その数だけでも当時

のイギリ A，フランスの人口をはるかにうわまわる規模である。 33年秋の失業

救済に関するー調査によれば， 32年に復興金融公社 (RecoveryFinance Corpora 

第 1表被救済者数の動向，各年の最高月および最低月 (単位 1，則。人)

総人口における割合 (ω
年・月

ミ ンス・テス|各種社会保険 ミ ンズ・テス 1 各種社会保険
ト，事業計画 ト，事業計画

1934年 2月 28，102 22.2 

6月 21，010 16.6 

1935年1月 24，716 19.4 

11月 19，343 15.2 

1936年2月 21，165 16.5 

7月 17，639 13.8 

1937年 1月 18，769 4 14.6 

9月 13，3岨 98 10.4 0.1 

1938年1月 17，080 192 13.2 0.1 

12月 21，286 1，980 16.4 1.5 

1939午 2月 21，276 2，519 16.3 1.9 

9月 15，626 2，565 11.9 2.0 

1940年2月 18，削9 3，359 13.6 2.5 

9月 14，052 10.6 

1941年2月 15，080 11.3 

9月 10，231 7.7 

1942年1月 10，413 7.7 

6月 8，266 6.1 

National Jndustrial Conference 且 ard，The Economic Almanac for 1946-47， p. 54 
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tion， RFC)が連邦の救済金融業務を開始、した時点における諸川での被救済世帯

数は，数例を挙げるとへンシノレグ yニア州で324，000，ニュ ヨ ク州で312，000，

イリノイ刈1235，000，オ(イオ州203，日目0， ミシガy1+1153，000 ーと報告されて

いるヘ ニ比一ディ ノレ仁よる連邦救済活動が開始きれた時，公共資金で何ら

かの救済を受けてい介入々は全国で1，900万人司約425万家放に達し， ニューメ

キシコでは34年末の時点で州人口の31%が救済下にあった。第1表によれば，

被救済者数は34年 2月に最高の2，810万人を記録して以降， 直接救済と授産救

済によって救済手当を受給するか稼得したもの，各種社会保険の給付を受けた

ものの総数は 40年までの各最高月においてずっと 2，000万人を下らなかった。

35年の社会保障法成立によって37年から40年まで公的扶助と社会保険の受給者

数は急増したとはいえ，失業者，生活困窮者に対する救済措置としては質的に

も量的にも重要な役割を果したとはいえない。救済の構造は 35年以前では

CWA事業を除けば直接救済が支配的であり， 36竿以降は，州・地方政府によ

って棺当数にのぼる直接救済と公的扶助が担われたが，被傭者とその家族の数，

また支払われた金額において授産救済事業が中心的位置を占めた。

次に，救済支出の状況を34~39年の連邦総支出りなかで検討するならば，失

業救済費は同期間に年平均30%という最も大きい割合を占め，約138億ドノレが

支出された。 A.H.~、ン七 γ は， 30年代のアメリカの政府支出は次の 4 つの理

由一一①都市失業労働者の貧窮，①所得減少と負債の重圧にあえぐ農民の困懲，

①銀行鉄道・及ぴその他産業の資産状態の脆弱化，④川及び地方政府の財政

難， によって強制された緊急的性格をもつものであったk述べているが" 失

業数済費正公共事業費，提事調整費はとくにニューディーノレ期連邦支出の膨脹

的費目をなした。

州・地方政府の救済費負担と連邦財政の関係をあきらかにするためには，ユ

ュ ディーノレ以前の救済問題と地方財政危機の状況と経過に少し言及しておく

3) Henry J. Bitterman，泊ateand Federal Grants-in-Aid， 1938， p. 2凪
4) A. H. Hansen， op. cit" pp. 85-86邦訳，前掲書， 81へージu
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第 2表連邦支出の機龍的分瓶 1931-39

111は対給支出比〈叫)， (引は対前年度増加比(%) く単位 1ρ00ドル〕

己竺 193土肥と竺四倍巳出直 l目白竺
1 I ー-I 360 I 1.853 I 2.363 I 2.372 I 2.527 I 1.996 I 2そ 77

失業救済 1(1) - 1 - 1 9.3 1 30.8 1 33.7 1 27.4 1 30.9 1 276 1 30.7 
1(2 ←←-I 414.7 I 27.5 I 0.4 I 6.5 1-22.4 I :14.1 

1 ←一 一 一 一 -( 421 回 447I 45γ 
給関， 1(1)← ← ー - 1 -1 0:; 1 25 1 62 1 &2 

一~… I(到一一 一 一|← 一拍日:)I 111.0 I 2.2 

421 I 499 I 472 I 625 I 766) 914 I 1，102 i SB川1.111

公 共事業 1)11.5 1 11.0 1 12.2 1 10.4 1 10.9 1 10.5 1 13.5 1 12.2 1 12.8 

開 -1 18.5 1 -5.4 1 32.4 1 22.6 1 19.3 1 20.6 1-20.1 1 26.3 

竺三旦こ1_二[二日出出竺i竺]玉18lL 7，3041 8，765 

前B:J[X入キ ー - I 2.08口 3.116I :1.R日11 4，116 1 5，0【29i 日551 5.165 

一五三寸--1-寸2，2451 3，254 1 豆互竺E三1~449 1 3，600 

T. N. E. G. MonORア'aphNo. 20， p. 61 
キ Studenskiand Kr国民 FinGncIalHistoη Qf the Umted State..， 19:i3， Pp. 406-407 
G釘 1 直球記之済，授産投済，仁r:~を含む。

2. AAAにヲtする割当て資金 4



激減した。地方政府は自らの|技られた財政

恐慌当初，救済の全面的な担い手であった

地方(local)政府k民間慈善同体は財政危機

の進展によって救済資金負担が困難な事態

らの救済支出は29年以前には通常月額 100

結果，基金は急速に枯渇してしまい， 31年

その割合も， 33年には6.2%，35年には僅か

1.4%へと減少していった九他方，地方政

結局それは課

へと急速に追い込まれた。民間慈善基金か

府においても従来最大の収入源であった資

税権限と借り入れ能力のよりよきい州政府

乙れによって州の救

-VVIlliam WJthers， Financing Economic Security iη the United States， 1938， pp. 23-25. 

恐慌期には

乙の

には全救済資金のなかで28%に達していた

産税が恐慌による資産価値の低下によって

対する助言と補助金配分の管理を日tl"Jとす

フーパー前政権によっ

31年11月にニ ι 司ーク州が地方政府に

に対して緊急の財政援助を求めるところと

に，他州も追随して，

済支出は一気に増大しはじめることになっ

る州緊魚救済機関を設立したのをかわぎり

ては何ら本格的な失業救済は着手されず，

1，000万ドノレを要するようになった。

万ドノレの規模であったのが，

基盤では事態をfJ開しえず，

必要があるだろう。

恐慌の開始以来，

第 6号

なった。

第 110巻
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州の紫急救済支出は， 3日-31年度は 般収入から僅かに55万ドノレが充当され

たにすぎなかったが， 31-32年度は約5，0日目万円v，33-34年度は 1億6，35日万ド

ノレに増加し，救済支出に充当される収入源も 般収入から州債発行による借り

入れ金が中心となり， 33-34年度にほ，それは救済支出総額の約64%にあたる

1億450万ドノレにのぼった(第3表〉。

州政府は，救済費の増大を賄う必要から，売上げ税や消費税，所得税牢設定

ぜぎるをえな〈なり，ぞれらの比重も高まった内地方政府においても，新たに

救済目的で売上げ税が設けられた〔第3表および第4表〕。

第4表地方の収入車別救済資金支出， 1933~1935 単位日凹ドル)

~ 正̂一下両一割問い93山 川 1函コロ〕
資 産 税 67，759 48.2 98，854 47.8 166，612 47.9 

一般収入 3，873 2.8 8，888 4.3 12，761 3.7 

売上げ税 23，590 11.4 23，590 6.8 

ガソりン・自動車税 2，307 1.6 3，852 1.9 6，160 1.8 

公益事業税 285 0.2 10，749 5.2 11，034 3.2 

所 得 m 169 01 480 0.2 649 0.2 

有在 収 入 213 0.2 4，649 2.2 4，802 1.4 

現金支出総額 |川ぺ mM71100
資材などの供与 15，142 I -I 44，815 ← 59，957 

総支出 |町111-1お1刷 1-1 407竺吐二
Henry J日tterman，0.ρ cit.， p. 173 

救済需要の増大が地方財政危機の一定の要因となった£とはあきらかであれ

ようした地方財政危機の深刻化と連邦の救済責任を要求する戸の高まりに対し

て，連邦政府が何らかの介入を行わなければならな〈なョたのは当然である。

しかし，フ パ一大統領は連邦政府が失業救済にいくらかでも財政負担を担

うことはきわめて消極的で2 救済は連邦の責任ではなく v'liや地方の責任である

と再三にわたって言明した。伎が救済にのりだしたのは，私的救済や地方的救済

の限界が明白に露呈されるにおよんでであり， 32年に緊急救済建設法 (Emerge
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ncy Relief Constructi01"l Act of 1932)を制定してようやく公共事業の拡大，州・

地方の救済事業への援坊を開始した。このフーパーの政策は，あくまで放済金

融を特徴としたのであっ亡，基本自」な救済責任は州・地方におしコけることに

よって連邦財政負担の凹避と軽減をはかろうとするものであるo だが，緊急救

済建設法によって承認された RFCによる 3%利子 3億十ノレの貸付額も，当

時の州・地方の救済支出や救済需要の規模の大きさからするならば僅か数ヶ月

で費消される程度のものであったにすぎない。しかもこの RFCを通ずる救済

令融は，返済を義務づけ州と地方の公共事業計画が自償的であることを要求し，

さらにまた利子率が高いために，州・地方政府の財政事情や計画i達行能力に殆

んど適合することができなかったのであるヘ放済責任主めぐる対立において，

地方の伝統的な救済は働く能力をもたないものに対する』責任」にもとづぐも

のであったし，恐慌によって直面した救済対象は働く能力を有するもの，~nち

失業労働者，困窮農民，退役軍人などの:it大な社会諾階層であった。州・地方

が連邦の救済責任を要求した論拠は，財政危機と以上のような救済の新しい様

相という事態にもとづくものであった。

フ パーの救済金融政策の破綻が，ローズベノレトによる補助金政策およびよ

り直接的な連邦の救済管理への移行を必然としていたということができるだろ

o
 

h

「ノ

ニューディーノレを宣言して政権に就いたロ スベノレトは， 33年 3月末に特別

教書を議会に送っ ζ連邦政府が失業救済に大規模に介入「る;吾、向をあきらかに

した3 ょの教書は，次の 3つの方向から連邦政府が失業救済に取り組む方針を

示したもので，連邦政府が，①失業対策事業に着手すること，①州救済事業に

補助金を突付すること，①失業者に雇用機会を与え景気回復を促すために緊急

公共事業を拡張すること，を打出した。そしてこれらの方向に沿って，①に関

しては 3月末に数十万人の就業適齢青年を対象とし，彼等を労働キャ Y プに

収容して公有林事業に就かせる目的をもっ資源保全青年団 (CivillianCons町四

6) Willi8m Withe再出d，p. 23 
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tion Corps， CCC)がF没立され， ①に関しては 5月に連邦緊急救済法が制定さ

れて，初期ニューティーノレの期間中の連邦故済活動を統惜ナる ζ とになる連邦

緊急救済庁 (FeueralEmergency Relief AclmInIo;lral山 1，FERA)が設立された。③

に関しては u月に戎立した今国産業復興法 (National lndustrial Recovery Act， 

NIRA) の第 2部として， 公共事業計画に33億ドルが割当てられ， それにもと

づいて連邦緊急公共事業庁 (FederalF.m町 gencyAdministration of Public Works. 

PWA)が発足l tこ"

第5表 連邦，州及び地方資金による救済負担 (単位1.c開ドノレ)

主主三巴-JLωi 地方 出 土 一 空

1933 岨0，673I 60.6 I 113，265 i 14.3 I 198，851 I 25.1 I 792，788 

1934 1，0沼，413i 72.1 I 185五78I 12.6 I 226，802 I 15.3 I 1，475，792 
1935 1，359，921 I 74.4 I 224，55日 12.3I 243，523 I 13.3 I 1，827，994 
1936 31，900 I 6.0 I 289，810 I 55.0 I 205，350 I 39.0 I 527，060 

Henry ]. Bitterman，οp. cit.， p. 154 

33-35年における連邦と州・地方の救済支出の動向であるが，第 5表によっ

て，この期間中連邦の救済支出の急増が顕著であり，州と地方の支出も増大し

続けたがその比重は低下したことが示されている。この期間に支出された公的

救済資金は， C W A，PWA，CCCに対する支出分を除いて約41億ドノレに達した。

そのうち，連邦の負担は約29億600万ドノレで，全体の70.9%を占め，州が12.8%，

地方が16.3%を支出した。 36年度の連邦支出が激減しているのは，あとで詳述

するが，連邦の直接救済から授産救済への政策転換によって川への補助金が打

切られたため Eある。ぞれは，第 6表の「般投済」と「連邦救済事業計画」

の各部分における連邦と川・地方の支出状況を見れば明白であるが，連邦の一

般救済費は直接救済の補助金打切りにより， 35年に比してお年には約四億3，500

万ドル減少した。月↑・地方の支出はおよそ2，800万ドノレ増加し，連邦の一般救済

費は35年に州ー地方の 3倍の規模であったのが， 36年には州・地方の10分の 1

7) アメリヵ経済研究会編「エューデ4 ルの経済政京J1965， 266へ一人 Ernest K. Lindley， 
Half Way wIth Roosevelt， 1937， pp. 191-192 
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第 6表救 済z 公的扶助，連邦救済事業計画。総費用， 1933-37年

(単位 100万ドル〕

連 手目 480.8 1，037.4 1，290.5 55.7 41.5 2，905.9 

一般故済 州・地方 312.1 412.3 468.0 495.8 469.3 2，157.5 

(~-十〉 792.9 1，449.7 1，758.5 551.5 510.8 5，063.4 

連 升j 199.8 680.0 287.9 2，046.5 1，506.8 4，720.0 

連事 業邦 救計 済画本 州・地方 19.9 67.2 22.9 222.8 315.9 648.7 

〔計) 119.7 747.2 310.8 2，269.3 1，822.7 5，368.7 

連 チ苦 82.2 188.3 270.5 

老・盲陥人者J歪・助遺児 川.j出方 77.6 86.0 123.9 151.5 246.9 688.9 

(計〕 77.6 86.0 123.9 236.7 4日35.2 959.4 

1-1函 11捌 11蜘 11蜘 11937 1 (計〕

↑……川一
一一九剛一

* CWA， WPA，NYA， 1JL..び PERA特別救済事業活動。 WilliamWithers. Finanじifl~ EL山".

ァnicSeαfrity in the United Stat♂5. Table 3， pp. 48-51より計算。

に縮小した。一般救済費総叡は， 35年か、ら36年にかけて17億5，850万ドノレから 5

億6，140万ドノレへと 3分の 1以下に減少している。他方，この時期に事業費の方

は， 連邦において約 2億9，000万ドんから 20億5，OC日万ドノレへと膨脹し，州・地

方の支出も約 2，300万ドノレから 2 億~，O帥ノりドノレへと増加して，それぞれ10倍化

というめざましい仲び率 Eあった。

教済支出の以上のような変化によって，連邦失業救済政策が直接救済から公

共事業「転換，拡張されたこと，しかしながら連邦政府がこの転換過程で秘か

に期符した一般救済費負担の州・地方への肩代りが成功せず，連邦支出減少分

の州・地方による穴埋めは殆んど不可能であったととは明白であるといえるだ

ろう。また，州・地方の事業費支出は36年以降一般救済費の支出額をうわまわ

ってはいないし，州・地方の公的扶助支出は，社会保障法によって連邦政府の
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補助金交付が開始されるとともに急速に増加した。

III 補助金政策と直接救済

連邦政府の介入過程

(401) 55 

FERAは， ローズベパトの腹心で失業救済政策の終始最高の担当者であっ

たハリ ・ホプキソスを長官として， 5億ドルの資金で設立された。 FERA

は自己の直樗地方機関を短期間で組織することがで雪なかったので，州ーや地方

の既存の救済機関を管轄しながら補助金の配分と監視をすすめることになった。

FERAは失業労働者に対する救済活動だけでなく，社会諸階層に対する施策

をも手がけ，零落農民に経営運転資金を供給する農村更生計画や土地の購入・

改良事業，余剰農産物を政府が買いあげて生ィ舌困窮者にそれを無償配給するた

めの連邦余剰農産物救済公社 (Federa1Surplus Relief Commodit闘 Corporation)

の設立，職を求めて全国を浮浪する労働者の収容キャンプやセンターの設営，

4万人にのぼる失業教師と 170万人の児童を吸収した緊急教育計画， 大学生援

助事業，都市と地方での婦人就業計画など，さまざまな分野で救済活動にのり

だした。

FERAの5億「ノレ資金の使用は，半額が FERA長'百の自由裁量権に属し，

残り半額が返済義務や白償などの条件をつけない補助金とされた。その補助金

政策は，次のような特徴を備えていた。第 1に，連邦政府の伝統的な国庫補助

金原則を踏襲してコ いわゆる「マッチγク方式J (“matching system勺を採用

した。これは，州・地方の返済や白償を求めない代りに連邦の 1ドノレ支出に対

Lて川・地方に 2ドルを支出させることを原則としたものである。第2の特徴

は， FERA長官に与えられた裁量権が州・地方に対する連邦の統制強化の手

段であったことである。 FERAのこうした「マグチング方式」という財政管

理方式は，救済負担上より少い連邦支出でより多く州・地方の支出を引き出す

期待を示すものであったが，エューディール期間中，こうした財政管理方式は

救済負担の基調としτ貫ぬかれ，のちの社会保障法による州・地方の公的扶助
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制度への連邦祈[1均金交付方式にも採用された。

しかし， FERAは， 連邦資金に見合うだけの州資金を確保できる実情では

ないことを業務開始後直ちに認識せざるをえなかった。そのため，州の分担割

合については弾力的に対処しつつも，州に対して資金準備を強制することに非

常な力を注ぐ乙とになった。実際それは，補助金打ち切りや州の援助申請の縮

小評価，州に対するがソリン税，売上げ税の放済局的税としての新設の警告と

いフた方法で徹底的に行われた旬。こうしたことの結果， FERAの補助金政策

は，州政府による増税措置や借入金増大など，財政事情を新たに緊迫化させる

圧力となってあらわれ，救済の財政負担問題は，連邦と州・地方の第 1の争点

となるに至った。

FERAは， 当初の袖L助金配分基準として，①救済は一時的困窮者対象とし

てなされるべきこと，②州Iの福祉行政に含まれる諸事業，老齢者扶助や母親年

金，保健・衛生，病院などに補助金を使用しないこと，を州に要求した。即ち，

連邦補助金による救済対象は失業労働者のみとし，それ以外の救済は従来通り

に州・地方で賄われるべきことを建前と Lたわけである。 しかc， この建前

も次の事情によって維持 Eぎなかった。州救済機関は救済者名簿を作成して

FERAに提出し， FERAはこれを監視したが，名簿上での員数の増減，困窮

者の特定階層の削除や含入といったことが，州政府の財政負担能力に左右きれ

て慾意的かつ頻繁に行われたために，名簿に登録された一人一人の貧窮の性格

を，それが失業によるものかそれとも恒久的な雇用不可能によるものかは判定

する ζ とができなかったからである九救済者名簿には失業労働者以外に大量

の老齢者，生計稼得能力をもたない者が含まれていたが，それらの行財政上の

分別は FERAの補助金管理によってだけでは達成しえなかった。

FERAは，その補助金交付に際してとくに救済形態を限るということはし

なかったが，州に対して一般に授産救済を奨励Lた。これに反して州政府は最

8) Henry J. Bitterman，噌 cit..p. 298 
9) Henry]. Bitterman， ihid.， p. 304 
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初から直接救済を要求して FERAとは終始対立し，救済形態の選択は連邦と

州・地方のもう一つの争点をなしたのである1九

州政府が強硬に直接救済を固執した理由は，直接救済白形態が州・地方にと

って伝統的で，管理が単純であり，しかも費用負担が軽減されるとしヴ事情に

よっていた。授産救済事業では資材費と賃金或いはそれに類似する労務T当を

必要とし，それゆえに直接救済と〈ら「て 1人当り費用が高価となる山。 また，

事業計画の作成と管理が大きな負担となること，授産事業は土木建設事業だけ

でなく，技能労働者，ホワイト・カラ ，青年，婦人などのさまざまな部類に

適当する事業を探L削り出さなければならないなどの理由からp 州政府は授産

救済にきわめて?両極的であった印。

他方，連邦政府と FERAは救済形態の問題を救済自体よりもむしろ労働力

管理の見地から扱ったのであって，授産救済の方が直接救済の場合より経費が

割り高となっても，労働力の訓練・保全，労働力種別化を可能とし，加えて公

共財産の維持・改良となって，より合理的な追加支出であると論じたのであ

る問。

直接救済の給付は，現金現物両方の形態で行われた。大都市では現金救済が

通常的であり，現物支給は農村州に多c食糧割当，家賃補幼，衣料，燃料，

10) ニュ ディール白失業主済は，①直接救済 (directrelief).②失業対策事業，いわゆる授産技
慣ら.vorkrelief)，①雇用の一部分として失業者を採用した 般公共事業，とし、う三つの形態を
とった。(アメリヵ経済研究会編，前掲書， 263ページ参照)

ζの時期目失業対策事業左 般公共事業との区別はかなりあし、まレで，それは，あくまで便宜
的ではあるが， WPAとPWAの事業の規模および内容の区別として考えることができるo

WPAとPWAの聞で， 19:明年にぞれぞれが担うべき事業の型を定めた協定が成立した。その
内容は次のとうりである。
PWA 完了までの総経費が25，削0ドノレぞこえると推定される建設事業，貧民窟清掃および

低限住宅建設事業o

WPA 小規模の建設事業，娯楽肺設，溝渠，飛行場，農村道路事業ー尊門的，事務的， お
よび「俸給生活者」固に対して最大の雇用の確保を目的とする型の事業。

cr合来園の労輯救済事業」国際労働局東京支局『世界の労働Jl1936年1月号所収， 23ペ ジ)
11) 直接故済では， 1家族当り月平均の費用は約33.66ドル， WPAでは雇用された者1人当り月

平均費用は80ドル，公共事業では206ドルであった くStudenskiand Krooss， Financial His 
to門，ofιhe United States， 1963. P. 412) 

12) Jarnes A. Maxwell， The Fiscal 1出:pactof Federa品 開叫 the United States， 1946， 
pp. 142-143 

13) Henry J. Ritterman. 0.ρ cit.. p. 307 
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照明，医薬品などが支給きれた。こうした現金現物での救済は，困窮者のユー

トに対L-T労務その他り反対給付を求めずになされたが， FERAは給付額が

「適当」であるよう州に指示し，州に対して I最低生活費用マイナλ 非投済

所得」と L、う公式標準を示した。 FERA期の 世帯当りの月平均手当額は，

33年 5月15.15ドノレ， 34年同月24.53ドノレ 35年同月2由33ドルと僅かであるが漸

増した'"。

次に， FERA期の授産救済には CWAと CWA事業終了後に FERAが

継続した特別事業計両があるが，ここでは， CWA事業が連邦政策の発展途上

でどのような意義をもったかについて述べよう。

CWAの救済活動は，連邦耳Offが直轄し，州救済機関の協力を得て行われた

大規模な緊急授産救済であった。その資金もまた， PWAからの移転と34竿 2

月の議会による4.5億ドノレの支出承認によって，大部分連邦財政から賄われた。

CWAの事業期間は33年11月から翌年3月までの 5ヵ月間にすぎなかったが，

この期間に，ハイウェイ，街路，学校，公園，公共建築物などの建設事業主中

心に， 約10億ドノレを費消し， CWAによる雇用者は最高時462万人に達した。

C'i可A の事業計圃はめざましいスピードと行政能率によって施行され，その

経験は政府のあらゆるレベルでの教訓となった， といわれているo 第 1に，

CWAは敦河内容として雇用の形態を前面におし出した。とくに，それまでの

「最低生活費用マイナス非救済所得」という救済金給付の基準に代えて，労働

~~価原則 (real work at real wag田)を導入して「賃金」を支払った。第 2に，

CWAの活動経験は r授産救済はこの時までは立往生していたが，実行可能

なことが示された」四といわれているように， 授産救済の政策的可能性を連邦

政府のために立証するもの， と見倣された。

青年労働者対策1として創設された CCCは， 18~25歳の青年を収容L 3年

間に約165万人を就労させたn 入団者は， 軍将校の指導と軍隊規律のもとで平

14) Dorothy C. Kahn， Unenゅf町 mentand its Treatment in the United States， 1937. p. 25 
15) James A. Maxwell， 0.ρ cit.， p. 143 
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均 9カ月生活し，月30ドノレの就労手当が支払われた。 CCCは若年労働力の育

成と供給という役割を果し，恐慌の中でも民間産業からの需要はとくに増大し

たといわれている。ローズベルトは CCCを36年度より通常予算に編入し，

CCCを30万人の規模で青年を収容・訓練してい〈恒久的政府機関とする措置

をとった明。

ここで，職業紹介機構の形成と熟練工養成計画にも若干言及しておこう。

連邦政府と各州の協力で経営される公立職業紹介所の全国的設置を規定した

ワグナ ・ベイサー法 (WagnerニPeyserAct)が'l'l年6月に成立し，この法によ

ってアメリカの職業紹介機構整備が本格的に開始された。 33年までは，連邦政

府の復員軍人に対する再就職紹介に24の州に健か130ほどの無料公設職業紹介

所が存在していただけであった。 ζのことは，ニュ←テイ ノレ以前にはアメリ

カの労働市場がいかに公的統制のない状態にあったかを示すものである。ワグ

ナー・ベイ】ナ一法にもとづき合衆国職業紹介局 (U.S. Employment Service)が

設立され， この局は，全国的な職業紹介の組織化や復員軍人対策，農業職業紹

介局の維持，州に対する設置援助の義務をもち，また全国の公立紹介所を中央

統制する機能を担った。とくに注目すべき点としては，緊急救済計画の一環と

して PWAと CWAの事業に失業労働者を雇用するため，臨時に連邦が直轄

する全闘再雇用局およびその下部機構としての地方再雇用紹介所の設置が緊急

にすすめられたことであり，その数は34年 Z月までに全国で3，400カ所以上にの

ぼった問。 かくして，全国的な労働市場統制j機構としての職業紹介機構は，ア

メリカの場合主と Lてこの30年代の公共事業言l回への労働カ配置を中心として

確立されたことが特徴的である。

熟練工養成計画は，移民法の改訂でヨーロッパの熟練工を輸入できなくなっ

た ζ とや自動車，航空9 電機，化学，鉄鋼などの産業部門における技術革新の

発展による技能労働力への需要の増大を背景としていたが，より直接的な契機

16) Ernest K. Lindley， 0.ρ 口 't.，pp. 191-19止
17) I合衆国における央業故済(下)J圃際労働局東京支局，前掲書， 1935年5月号所収， 8-10へ

ジ審問1
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とLてはアメリカ独占体が恐慌の進展とともに企業的の徒弟養成が停滞したこ

とを危倶L-， とくに連邦政府に対して繋同車工養成の肩代りを強く要求したこと

によるものであった。 ローズベノレトは 34年 6月に徒弟養成連邦委員会 (the

Federal Cummiuee on Appre山田 Training) を設置Lて計箇の策定を指示した。

委員会は，同年11月 w徒昂養成に関する連邦綱領に‘ついての一般計画』を発

表 Lた。そして， これにもとづき，産学協同で全国的組織的な教育・司収車をす

すめるために，その体制U.>こして労働省系列下の連邦 州徒弟委員会および国

務省文部局一一一州教育局がそれぞれ工場と学校を掌握し，中央と地方を連結す

る管理機構がつくられた出。

さて，この期間の失業救済政策の問題点、は，以下のように要約できるだろう。

州・地方政府は， 般救済費と公共事業費の負担が増大した結果，財政危機

を 層深め，連邦財政への依存傾向は打開されなかったばかりかそれはー屑助

長されることになった。州政府宇都市の救済資金調達のための巨額の借り入れ

は，銀行資本の地方自治体支配の増大を引き起Lた。従って，当時の地方財政

危機の進展は， 方では連邦による中央集権化の，他方では銀行資本が都市計

画や地域開発を通じて地域支配を拡大していく新たな契機となったのである。

また，州や地方の税制改革が主として間接税の新設の形をとったことは，救済

負担が労働者と中産階級にかぶさっていくことを意味した。

連邦の補助金政策は，救済管理において充分な規制的効果をあげることがで

きず，授産主士済は州・地方の協力をえられなかった。そして，連邦権力と州権

の対立はしばしば鋭し、政治的抗争を引き起し， このことが結局 FERAの活動

を弱め，その解散の要因となった。連邦財政においても，失業救済を中心とす

る支出の膨脹によってより一層の借り入れと税収増大の必要に迫られたu また，

失業労働者，農民直役軍人，婦人，老齢者，青少年などの広範な救済対象に

対する雑争な緊急措置は，資金の浪費と行政効率の悪化として撚じられるよう

になった。 とくに， FERAの補助金政策の行詰りと直接救済への傾斜という

18) 玉蹴肇 iアメリカ計画経街J1938年， 107-130へージ参照。
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事態は，救済哲理体制の合理化 再編成の問題を先鋭化せざるをえなかった。

そして次にむち出された政策転換の方向は，全体として労働力管理を行政面か

ら強化しつつ連邦政府の直接管理する公共事業計画を拡大しp 失業者をそれに

雇用し，また財政面では支出の重点、化，補助金から公共事業投資と Lての性格

へ力点を移そうとするものであるu

ノレイス・メリアムは，次のように述べている。

「行政当局者の立場からすれば， CWAはいかにして事業計画が展開される

べきかについての救訓を与える貴重な実験であった。大統領は明瞭に，失業中

の雇用可能な人々の救済としては国家の寄付に対して国家の事業計画が代置さ

れるべきであるとの結論に逮した。生活困窮者に関する巨限艮り札，ほぼ同時に社会

保陣法の三つの救i済1舟寺範鴎のために州への国家補助金が計画されていたとはいえ，

政府は救?済奇業1務斉と手をきることが予定された。J"

そこで最後に， 1935年の政策転換の内容を検討して本稿の結論に代えること

としよう。

IV 1935年の政策転換

35年 1月，ロースベルトは連邦政府の新失業救済計回を議会に提出した。

この新計四の}E1:も軍要な特徴は，まずその時点で救済者名簿に登録されてい

た 500万人を350万人の「雇用可能なものJ(“ thc cInployable ")と 150万人の「雇

用不可能なものJ(“ thc unemployable ")とに範時分けし，前者に対する直接救

済は州と地方の責任とし後者は連邦の責任とすると左 p 主任 I雇用可能なも

の」は連邦政府の公共事業計同によって雇用きれ I雇用不可能なもの」の範

障に属する老齢貧困者や遺児，首人などに対しては連邦の直接救済を廃止する

代りに社会保障市度を新たに制定するとした点である。直接救済からの撤退と

社会保障制度創出，労働能力主有する失業者の連邦事業計画での就労措置とい

うこつの内零が， ロ ズベノレトの新計画で打出された方向であった。

19) LewlS Merialll， Rclief a町d品丸一日lSecurity， 1945. p. 352 
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ローズベルトは，議会説明のなかで直接救済に関して Iこうした方法で救

済を施すιとは，人間精神の陰険な破壊物である麻酔剤を投薬することであ

る」叫と言明したが， この点、は， ホノ・キンλ り上院証言でも補助金問題とあわ

せて次のように強調きれた。

「直接救済問題については，私の最も確信するところの っとして，連邦政

府は再び直接救済計画に復帰すべきでないということである。それは，個人に

対する堕落であって，道徳と自尊心を破壊する。それは，社会の宮を少しも増

加させないし，個人が将来有益な職分青果すための能力を破壊しがちであり，

依存者達の恒久的体制をつくろうとするものである。合衆国において，我々は

雇用不可能なものに対する直接救済とは手を切らなければならない。補助金制

度のもとでは，はっきりした標準を主張することは困難でしかない。」町

ローズベノレトは，また Iあらゆる緊急公共事業は，単一の，大々的に拡張

された新計画のうちに統ーされるであろうというのが，私の考え」であるとし，

FERAに代る新機構を確立してこの新機構に Iわが国の現在の失業救済活動

を秩序正しく清算し，仕事を与えるための国家計画を代置するという任務が与

えられる」叩と述べた。

かくして， 連邦の新計画の具体化として 35年 4月に緊急救済経費割当法

(授産数済法， Work Relief Actとも呼ぶ)，同年 8月に社会保障法が制定され，そ

れぞれの行政機関として事業振興庁 (WorkProgress Administration， WPA)と社

会保障庁 (SocialSecurity Administration， SSA)が設立された。

35年の政策転換の意味は，初期ニュ ディ ノレの補助金政策と直接救済が連

邦財政支出の増大にもかかわらず挫折を余儀なくされたために，新たに救済政

策の二大支柱として公共事業関係諸機関の統合的管理と公共事業の拡張，およ

びそれを補完する位腎づけ全もつ社会保障制度の創出をはかることに上って，

20) Howard R. Smith， Government and Business， 1958， p. 453 
21) James A. Maxwell，中 cit.，p. 149 
22) Robert E. Sherwood， Roosevelt and Hopkins. 1948 村上光彦訳「ルーズヘルトとホプキ

ンス 1J 1957， 83へジ ロ
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救済行財政の合理化と中央統制の強化を成し遂げようとしたものであった。こ

の合理化の基準が，雪わめて過小に見積られた当時の失業主主済人口の二大区分，

即ち「雇用可能なもの」と「雇用不可能なもの」という「就労の可能性を分類

の基準」とするものであったことおう またそれが公共事業計画と社会保障計画

の政策的関連の基礎をなし，救済の財政負担関係再編成の基軸となったことは

注目に値するだろう。ウィリアム・ウィサご←スは，連邦政府の直接主主済から授

産救済への移行という政策は I失業者の側での補償的努力もなしに支出がな

きれていると広く口にされている批判を回避するものであった。それは，失業

人口を雇用可能なものと不可能なものとに分離することが可能で，しかも連邦

援助から雇用不可能なものを除外することによって連邦の負担と救済責任の範

囲はおおいに縮小することができるだろう， との想定にもとづくものであっ

た」附と指摘している。

さて， WPAによる公共事業の拡張とその諸結果および社会保障の財政過程

の特徴を， 1935~39年の連邦失業救済政策の展開として考察する ζ とが，次稿

の課題である。

23) こうした過小評価についで，次のような批判がある。
「大統領の声明をパック アップし単なる350万人の F雇用可能なもの』という数字』とするた

めに，社済庁の職員達が実際には雇用可能なものとして名簿にのっていた人々白半分を減すよう
要求されたことが，あとになって判明した。家族のうち唯1人が授産を受ける権利をもっという
法令によって， そして『雇用可能性』の定義をなお 層狭ばめることによって，君主済下にある
700万人以上の雇用可能な労働者の当初白見積りを， 350万人の U雇用可能なもの』というロース
ヘルトの数字を『支持』するために，減らしたりである。J (Labor Research Association， 
Laboγ Fact Book f][， p. 54) 

24) 明日lliam可Nithers，ot. cit.， pp. 35-36 


